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障
害
年
金
に
は
、「
障
害
基
礎
年
金
」「
障
害

厚
生
年
金
」「
障
害
共
済
年
金
」
が
あ
り
ま
す
。

障
害
の
原
因
に
な
っ
た
病
気
の
初
診
日
（
最
初

に
診
療
を
受
け
た
日
）
に
、
ど
の
年
金
制
度
に

加
入
し
て
い
た
か
に
よ
っ
て
、
受
給
す
る
障
害

年
金
の
種
類
が
決
ま
り
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
、
左
記
の
各
問
い
合
わ
せ
先

へ
お
願
い
し
ま
す
。

支
給
額

　

障
害
認
定
日
の
翌
月
か
ら
年
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
（
各
偶
数
月
に
、
2
か
月
分
の
年
金
を
支

給
）。

※
平
成
27
年
2
月
時
点
。

次
の
条
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
と
き
は
、

障
害
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
ま
す

●
20
〜
60
歳
で
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
と

き
や
、
20
歳
前
ま
た
は
60
〜
65
歳
で
厚
生
年

金
に
加
入
し
て
い
な
い
期
間
に
、
障
害
の
原

因
に
な
っ
た
病
気
や
け
が
の
初
診
日
が
あ
る

●
障
害
の
原
因
に
な
っ
た
病
気
や
け
が
に
よ
る

障
害
の
程
度
が
、
障
害
認
定
日
ま
た
は
20
歳

に
達
し
た
と
き
に
、
障
害
年
金
の
1
級
ま
た

は
2
級
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
（
障
害
者
手

帳
の
級
と
は
異
な
り
ま
す
）

※
障
害
認
定
日
…
障
害
の
程
度
を
定
め
る
日
。

　

そ
の
障
害
の
原
因
に
な
っ
た
病
気
や
け
が
の

初
診
日
か
ら
1
年
6
か
月
が
経
過
し
た
日
、

　

ま
た
は
1
年
6
か
月
以
内
に
そ
の
病
気
や
け

が
が
治
っ
た
場
合（
症
状
が
固
定
し
た
場
合
）

は
そ
の
日
。

●
初
診
日
の
あ
る
月
の
前
々
月
ま
で
の
年
金
加

入
期
間
で
、
年
金
を
納
め
た
期
間
と
免
除
を

受
け
た
期
間
が
3
分
の
2
以
上
あ
る
、
ま
た

は
初
診
日
の
あ
る
前
々
月
ま
で
の
直
近
1
年

間
の
年
金
加
入
期
間
に
保
険
料
の
未
納
期
間

が
な
い

※
20
歳
前
に
初
診
日
が
あ
る
場
合
は
、
納
付
の

条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
保
険
料
は
、
前
納
（
ま
と
め

払
い
）
す
る
と
お
得
で
す
！

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
期
限
よ
り
1

か
月
早
く
支
払
う
「
早
割
」
や
、
6
か
月
、

1
年
、
2
年
分
の
前
納
が
あ
り
ま
す
。

　

前
納
す
る
期
間
が
長
い
ほ
ど
割
引
額
は
大

き
く
な
り
ま
す
。

　

6
か
月
前
納
（
4
〜
9
月
分
、
口
座
振
替

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
）、
1
年
前
納
（
口

座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
）、
2
年
前

納
（
口
座
振
替
）
の
申
し
込
み
は
、
金
融
機

関
・
市
役
所
・
年
金
事
務
所
で
2
月
末
日
ま

で
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国  民  年  金
あ れ こ れ

知って得する !
　

年
金
は
、
老
後
の
生
活
を
支
え
る
「
老
齢
年
金
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
現

役
世
代
で
も
、
病
気
や
け
が
な
ど
で
障
害
が
残
り
、
生
活
を
営
む
こ
と
や
労
働
す
る
こ

と
に
重
い
支
障
が
生
じ
た
と
き
に
は
、「
障
害
年
金
」
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

加
入
し
て
い
た
公
的
年
金
に
よ
っ
て
、

障
害
年
金
の
種
類
が
異
な
り
ま
す

富
士
市
役
所　

国
保
年
金
課
国
民
年
金
担
当　

☎（
55
）2
7
5
5　

5（
51
）2
5
2
1

日
本
年
金
機
構　

富
士
年
金
事
務
所　

☎（
61
）1
9
0
0　

5（
64
）5
4
1
1

日
本
年
金
機
構　
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問い合わせ

年
金
は
老
後
の
た
め
だ
け
じ
ゃ
な
い
!!

　
　
通
院
を
始
め
て
か
ら
国
民
年
金
を
納
付
し

　
　
て
も
、
障
害
基
礎
年
金
は
受
け
ら
れ
ま
す

か
？ QA　　

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
納
付
要
件
は
、
初
診

　
　
日
の
時
点
の
状
態
で
確
認
し
ま
す
。〝
も

し
も
〞
の
と
き
の
た
め
に
、
ふ
だ
ん
か
ら
国
民

年
金
の
納
付
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て

障
害
年
金

障
害
年
金

※

１
級
障
害

年
額
96
万
6
0
0
0
円

（
月
額
8
万　

5
0
0
円
）

2
級
障
害

年
額
77
万
2
8
0
0
円

（
月
額
6
万
4
4
0
0
円
）

得

お
願
い

年
金
は
人
生
の
も
し
も
を
支
え
る
社
会
保
障
制
度

ま
ず
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

障
害
年
金
の
請
求
が
で
き
そ
う
か
、

医
師
に
相
談
の
上
、
富
士
年
金
事
務

所
ま
た
は
市
役
所
3
階
国
保
年
金
課

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

加
入
し
て
い
た

年
金
制
度

障
害
年
金

の
種
類

問
い
合
わ
せ
先

国
民
年
金

障
害
基
礎

年
金

富
士
年
金
事
務

所
、
市
役
所
3

階
国
保
年
金
課

厚
生
年
金

障
害
厚
生

年
金

富
士

年
金
事
務
所

共
済
年
金

障
害
共
済

年
金

各
加
入

共
済
組
合

よ
く
あ
る
質
問


